
    

 重要事項のご説明             
 

契約概要のご説明（団体総合生活補償保険（ＭＳ＆ＡＤ型）） 
 
●ご加入に際して特にご確認いただきたい事項をこの「契約概要」に記載しています。ご加入される前に必ずお読みいただき、ご加入くださいますようお願いいたします。 

●申込人と被保険者（補償の対象者）が異なる場合は、被保険者の方にもこの書面の内容を必ずお伝えください。 

●この書面はご加入に関するすべての内容を記載しているものではありません。ご加入の内容は、普通保険約款・特約等によって定まります。ご不明な点については、代理店・扱者または引受保険会社までお問い合わせ

ください。 

●契約取扱者が代理店または社員の場合は、引受保険会社の保険契約の締結権を有し、保険契約の締結・保険料の領収・保険料領収証の発行・ご契約の管理などの業務を行っています。したがって、代理店または社員と

契約され有効に成立したご契約につきましては、引受保険会社と直接契約されたものとなります。 
 
１．商品の仕組みおよび引受条件等 
（１）商品の仕組み 

この保険は、被保険者（補償の対象者）が病気になられた場合（疾病補償特約等をセットした場合）等
に保険金をお支払いします。なお、被保険者としてご加入いただける方および被保険者の範囲は次のと
おりです。 

 

 

加入タイプ 

被保険者の範囲 

（○：被保険者の対象 －：被保険者の対象外） 

本人（＊） 配偶者 その他親族 

本人型 ○ － － 

 
主な特約 特約固有の被保険者の範囲 

疾病補償特約 

＜女性特定疾病補償プラン＞ 

本人（＊）のうち、次のすべてに該当する方 

・保険期間の開始時点で満１８才以上６９才以下の方 

・健康状況告知の結果、ご加入できると判定された方 

（＊）加入申込画面（ＷＥＢ）の被保険者ご本人欄記載の方をいいます。 

（２）補償内容 
保険金をお支払いする場合は「保険金のお支払内容」のとおりです。詳細は普通保険約款・特約に基づ
きます。 

①保険金をお支払いする場合（支払事由）と保険金のお支払額 
「保険金のお支払内容」をご参照ください。 

②保険金をお支払いしない主な場合（主な免責事由） 

「保険金のお支払内容」をご参照ください。なお、詳細は普通保険約款・特約の「保険金を支払わない
場合」の項目に記載されております。 

（３）セットできる主な特約およびその概要 

募集商品ご案内ページおよび「保険金のお支払内容」をご参照ください。特約の内容の詳細は普通保険 
約款・特約に基づきます。 

（４）保険期間 

この保険の保険期間は、１年間です。お客さまが実際にご加入いただく保険期間については、加入申込
画面（ＷＥＢ）および加入者証メールの保険期間欄にてご確認ください。 

（５）引受条件 
ご加入いただく保険金額につきましては、次の点にご注意ください。お客さまが実際にご加入いただく
保険金額につきましては、募集商品ご案内ページの保険金額欄および加入申込画面（ＷＥＢ）、普通保険
約款・特約等にてご確認ください。 

・保険金額は被保険者（補償の対象者）の方の年令・年収などに照らして適正な金額となるように設定
してください。場合により、お引受できない保険金額・ご加入条件等もありますのであらかじめご承
知おきください。 

 

２．保険料 
保険料は保険金額・被保険者（補償の対象者）の方の年令等によって決定されます。お客さまが実際に
ご加入いただく保険料につきましては加入申込画面（ＷＥＢ）の保険料欄にてご確認ください。 

 

３．保険料の払込方法について 
募集商品ご案内ページをご参照ください。 

 分割払の場合には、払込回数により、保険料が割増となっています。 

 

４．満期返れい金・契約者配当金 
この保険には満期返れい金・契約者配当金はありません。 

 

５．解約返れい金の有無 
ご加入の脱退（解約）に際しては、ご加入時の条件により、保険期間のうち未経過であった期間の保険

料を解約返れい金として返還します。始期日から解約日までの期間に応じて払込みいただくべき保険料
の払込状況により追加の保険料をご請求する場合があります。追加で請求したにもかかわらず、その払
込みがない場合は、ご契約を解除することがあります。「注意喚起情報のご説明」の「７．解約と解約返

れい金」をご参照ください。 



 

注意喚起情報のご説明（団体総合生活補償保険（ＭＳ＆ＡＤ型）） 
 
●ご加入に際して被保険者にとって不利益になる事項等、特にご注意いただきたい事項をこの「注意喚起情報」に記載しています。ご加入される前に必ずお読みいただき、ご加入くださいますようお願いいたします。 

●申込人と被保険者（補償の対象者）が異なる場合は、被保険者の方にもこの書面の内容を必ずお伝えください。 
●この書面はご加入に関するすべての内容を記載しているものではありません。ご加入の内容は、普通保険約款・特約等によって定まります。ご不明な点については、代理店・扱者または引受保険会社までお問い合わせ
ください。 

●契約取扱者が代理店または社員の場合は、引受保険会社の保険契約の締結権を有し、保険契約の締結・保険料の領収・保険料領収証の発行・ご契約の管理などの業務を行っています。したがって、代理店または社員と
契約され有効に成立したご契約につきましては、引受保険会社と直接契約されたものとなります。  

１．クーリングオフ説明書（ご契約のお申込みの撤回等） 
この保険は楽天カード株式会社が保険契約者となる団体契約であることからクーリングオフの対象となり

ません。 
 

２．告知義務等 
（１）告知義務（ご加入時にお申出いただく事項） 

■被保険者（補償の対象者）には、告知義務があり、代理店・扱者には告知受領権があります。告知義務

とは、ご加入時に告知事項について、事実を正確に知らせる義務のことです。 
■告知事項とは、危険に関する重要な事項として引受保険会社が告知を求めるもので、加入申込画面（Ｗ
ＥＢ）に記載された内容のうち、「※」印がついている項目のことです。この項目について、故意または

重大な過失によって告知がなかった場合や告知した事項が事実と異なる場合には、ご加入を解除し、保
険金をお支払いできないことがあります。加入申込画面（ＷＥＢ）の記載内容を必ずご確認ください。 

【告知事項】 

①他の保険契約等(＊)に関する情報 
(＊)同種の危険を補償する他の保険契約等で、団体総合生活補償保険、普通傷害保険等をいい、いずれも

積立保険を含みます。また、他の保険会社等における契約、共済契約、生命保険契約等を含みます。 

②被保険者の「生年月日」「年令」 
③被保険者の健康状況告知 
（注）告知事項の回答にあたっては、「健康状況告知書ご記入のご案内」をご覧ください。 
 

（２）その他の注意事項 
■同種の危険を補償する他の保険契約等（＊）で、過去３年以内に合計して５万円以上保険金を請求また
は受領されたことがある場合は、加入申込画面（ＷＥＢ）の保険金請求歴欄にその内容を必ず記入して

ください。 
（＊）「同種の危険を補償する他の保険契約等」とは、団体総合生活補償保険、普通傷害保険等をいい、

いずれも積立保険を含みます。また、他の保険会社等における契約、共済契約等を含みます。 

■保険金受取人については、普通保険約款・特約に定めております。 
■ご加入後、申込人の住所などを変更される場合は、ご契約内容の変更等が必要となります。ただちに代
理店・扱者または引受保険会社までご連絡ください。 

■被保険者が保険契約者以外の方である場合に、次のいずれかに該当するときは、被保険者は保険契約者
にこの保険契約（＊）の解約を求めることができます。この場合、保険契約者はこの保険契約（＊）を
解約しなければなりません。 

①この保険契約（＊）の被保険者となることについて、同意していなかったとき②保険契約者または保
険金を受け取るべき方に、次のいずれかに該当する行為があったとき 
・引受保険会社に保険金を支払わせることを目的としてケガや病気等を発生させ、または発生させよ

うとしたこと。 
・保険金の請求について詐欺を行い、または行おうとしたこと。 

③保険契約者または保険金を受け取るべき方が、暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当するとき 

④他の保険契約等との重複により、保険金額等の合計額が著しく過大となり、保険制度の目的に反
する状態がもたらされるおそれがあること。 

⑤②～④の場合と同程度に被保険者の信頼を損ない、この保険契約（＊）の存続を困難とする重大な事

由を発生させたとき 
⑥保険契約者と被保険者との間の親族関係の終了等により、この保険契約（＊）の被保険者となること
について同意した事情に著しい変更があったとき 

また、①の場合は、被保険者が引受保険会社に解約を求めることができます。その際は被保険者である
ことの証明書類等の提出が必要となります。 

（＊）保険契約 
     その被保険者に係る部分に限ります。 
 

３．補償の開始時期 
始期日の午後４時に補償を開始します。保険料は、募集商品ご案内ページ記載の方法により払込みくださ
い。募集商品ご案内ページ記載の方法により保険料を払込みいただけない場合には、保険期間が始まった
後であっても、保険金をお支払いしません。   

４．保険金をお支払いしない主な場合（主な免責事由）等 
（１）保険金をお支払いしない主な場合 

「保険金のお支払内容」をご参照ください。なお、保険金を支払わない場合の詳細は普通保険約款・特約
の「保険金を支払わない場合」の項目に記載されておりますのでご確認ください。 

（２）重大事由による解除 
次のことがある場合は、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。 
①保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方が、引受保険会社に保険金を支払わせることを

目的としてケガや病気等を発生させ、または発生させようとしたこと。 
②被保険者または保険金を受け取るべき方が、保険金の請求について詐欺を行い、または行おうとした
こと。 

③保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方が、暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該
当すると認められたこと。 

④他の保険契約等との重複により、保険金額等の合計額が著しく過大となり、保険制度の目的に反する

状態がもたらされるおそれがあること。 
⑤上記のほか、①～④と同程度に引受保険会社の信頼を損ない、保険契約の存続を困難とする重大な事
由を発生させたこと。 

 

５．保険料の払込猶予期間等の取扱い 
（１）保険料は、募集商品ご案内ページ記載の方法により払込みください。募集商品ご案内ページ記載の方法

により保険料を払込みいただけない場合には、保険金をお支払いできないことがあります。また、ご契約を

解除させていただくことがあります。 
（２）分割払の場合で、保険金をお支払いする場合が発生し、保険金を支払うことにより契約の全部または一

部が失効（または終了）したときには、未払込みの分割保険料を請求させていただくことがあります。 
 

６．失効について 
ご加入後に、被保険者が死亡された場合には、この保険契約は失効となります。なお、未経過期間分の保

険料を返還します。 
 

７．解約と解約返れい金 
ご加入を中途で脱退（解約）される場合は、ご加入の代理店・扱者または引受保険会社までお申出くださ
い。 
・脱退（解約）日から満期日までの期間に応じて、解約返れい金を 

返還させていただきます。ただし、解約返れい金は原則として未 
経過期間分よりも少なくなります。 

・始期日から脱退（解約）日までの期間に応じて払込みいただくべ 
き保険料について、追加のご請求をさせていただくことがありま 
す。 

始期日     解約日       満期日 

保険期間 

未経過期間 



 
 

８．カード会員資格喪失時の取扱い 
この保険はクレジットカード会社が保険契約者となる団体契約で、お申込人となれる方はカード会員本人
に限ります。お申込人がこのカードの会員資格を喪失された場合に、この保険も脱退（解約）となります

のでご注意ください。 

９．保険会社破綻時等の取扱い 
「ご加入にあたっての注意事項」をご参照ください。 

 
10．個人情報の取扱いについて 

「ご加入にあたっての注意事項」をご参照ください。 
 

11．「現在のご契約の解約・減額を前提とした新たなご契約」のご注意 
現在のご契約について解約、減額などの契約内容の変更をされる場合には、被保険者にとって不利益とな

るときがあります。また、新たにお申込みの保険契約についても制限を受ける場合があります。 

（１）現在のご契約について解約、減額などをされる場合の不利益事項 
①多くの場合、現在のご契約の解約返れい金は払込みいただいた保険料の合計額よりも少ない金額とな

ります。特にご契約後短期間で解約された場合の解約返れい金はまったくないか、あってもごくわず
かです。 

②一定期間の契約継続を条件に発生する配当の請求権を失うことがあります。 

（２）新たな保険契約（団体総合生活補償保険（ＭＳ＆ＡＤ型））をお申込みされる場合のご注意事項 

①新たにお申込みの保険契約については、被保険者の健康状況などによりご加入をお引受できない場合
や、特定の疾病・症状群について保険金をお支払いしない条件でご加入をお引受する場合があります。 

②新たにお申込みの保険契約については、その保険契約の保険期間の開始時より前に発生している病気
やケガ等に対しては保険金をお支払いできないことがあります。 

③新たにお申込みの保険契約については、現在のご契約と商品内容が異なることがあります。新たな保

険契約にご加入された場合、新たな保険契約の始期日における被保険者の年令により計算された保険
料が適用されるとともに、新たな保険契約の普通保険約款・特約が適用されます。 

④新たにお申込みの保険契約については、保険料計算の基礎となる予定利率・予定死亡率等が解約・減

額される契約と異なることがあります。 

  

この保険商品に関するお問い合わせは 

【代理店・扱者】 

楽天インシュアランスプランニング株式会社 ＴＥＬ ０１２０－９９４－２９４（無料） 

三井住友海上へのご相談・苦情・お問い合わせは 

「三井住友海上お客さまデスク」 ０１２０－６３２－２７７（無料） 

電話受付時間：平   日 ９：００～１９：００ 

           土日・祝日 ９：００～１７：００（年末年始は休業させていただきます。） 

万一、病気になられた場合は 
遅滞なく代理店・扱者または下記にご連絡ください。 

２４時間３６５日事故受付サービス 

「三井住友海上事故受付センター」 

 ０１２０－２５８－１８９（無料） 

事故はいち早く 

指定紛争解決機関 
引受保険会社は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人 日

本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。引受保険会社との間で問題を解決できない場合

には、一般社団法人 日本損害保険協会にご相談いただくか、解決の申し立てを行うことができます。 

一般社団法人 日本損害保険協会 そんぽＡＤＲセンター 

〔ナビダイヤル（全国共通・通話料有料）〕０５７０－０２２－８０８ 

・受付時間[平日 ９：１５～１７：００（土日・祝日および年末年始を除きます）] 

・携帯電話からも利用できます。IP 電話からは 03-4332-5241 におかけください。 

・おかけ間違いにご注意ください。 

・詳細は、一般社団法人 日本損害保険協会のホームページをご覧ください。 

（https://www.sonpo.or.jp/about/efforts/adr/index.html） 

 

 


